
 

三 浦 市 風 致 地 区 条 例  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 ４ ３ 年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ） 第

５ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 風 致 地 区 内 に お け る 建 築 物 の 建 築 、

宅 地 の 造 成 、 木 竹 の 伐 採 そ の 他 の 行 為 に つ い て 必 要 な 規 制 を 行 い 、

も っ て 都 市 の 風 致 を 維 持 す る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 許 可 等 ）  

第 ２ 条  風 致 地 区 内 に お い て 、 次 に 掲 げ る 行 為 を し よ う と す る 者 は 、

市 長 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

⑴  建 築 物 そ の 他 の 工 作 物 （ 以 下 「 建 築 物 等 」 と い う 。 ） の 新 築 、

増 築 、 改 築 又 は 移 転  

⑵  建 築 物 等 の 色 彩 の 変 更  

⑶  宅 地 の 造 成 、 土 地 の 開 墾 そ の 他 の 土 地 の 形 質 の 変 更 （ 以 下 「

宅 地 の 造 成 等 」 と い う 。 ）  

⑷  水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓  

⑸  木 竹 の 伐 採  

⑹  土 石 の 類 の 採 取  

⑺  屋 外 に お け る 物 件 の 堆 積  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 風 致 地 区 内 に お い て 行 う 次 に 掲 げ る

行 為 に つ い て は 、 同 項 の 許 可 を 受 け る こ と を 要 し な い 。  

⑴  都 市 計 画 事 業 の 施 行 と し て 行 う 行 為  

⑵  国 、 地 方 公 共 団 体 又 は 当 該 都 市 計 画 施 設 を 管 理 す る こ と と な

る 者 が 当 該 都 市 施 設 又 は 市 街 地 開 発 事 業 に 関 す る 都 市 計 画 に 適

合 し て 行 う 行 為  

⑶  非 常 災 害 の た め 必 要 な 応 急 措 置 と し て 行 う 行 為  

⑷  建 築 物 （ 地 下 に 設 け る 建 築 物 を 除 く 。 次 号 に お い て 同 じ 。 ）

の 新 築 、 増 築 又 は 改 築 で あ っ て 、 当 該 新 築 、 増 築 又 は 改 築 に 係

る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が １ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る も の で 、

当 該 新 築 、 増 築 又 は 改 築 後 の 建 築 物 の 高 さ が 別 表 第 １ の 種 別 の



欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 建 築 物 の 高 さ の 欄 に 掲

げ る 数 値 以 下 で あ る も の  

⑸  建 築 物 の 移 転 で 当 該 移 転 に 係 る 部 分 の 床 面 積 が １ ０ 平 方 メ ー

ト ル 以 下 で あ る も の  

⑹  工 事 に 必 要 な 仮 設 の 建 築 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

⑺  地 下 に 設 け る 建 築 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転 （ 新 築 又 は

増 築 に あ っ て は 、 当 該 新 築 又 は 増 築 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計

が １ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る も の に 限 る 。 ）  

⑻  次 に 掲 げ る 工 作 物 （ 建 築 物 以 外 の 工 作 物 を い う 。 以 下 こ の 項

及 び 第 ８ 条 第 １ 項 に お い て 同 じ 。 ） の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移

転  

ア  工 事 に 必 要 な 仮 設 の 工 作 物  

イ  地 下 に 設 け る 工 作 物  

ウ  消 火 設 備 又 は 消 防 若 し く は 水 防 の 用 に 供 す る 望 楼 及 び 警 鐘

台  

エ  社 寺 境 内 又 は 墓 地 内 に お い て 設 け る 鳥 居 、 灯 籠 、 墓 碑 、 墓

石 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

オ  祭 礼 、 縁 日 等 の た め に 設 け る 観 覧 場 、 や ぐ ら 、 案 内 又 は 装

飾 の た め の 施 設 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の  

カ  そ の 他 の 工 作 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転 で 当 該 新 築 、

増 築 、 改 築 又 は 移 転 後 の 工 作 物 の 高 さ が ５ メ ー ト ル 以 下 で あ

る も の  

⑼  次 に 掲 げ る 建 築 物 等 の 色 彩 の 変 更  

ア  屋 根 、 外 壁 、 煙 突 、 門 、 塀 、 橋 、 鉄 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す

る も の 以 外 の も の  

イ  仮 設 の 建 築 物 等  

ウ  地 下 に 設 け る 建 築 物 等  

エ  床 面 積 （ 増 築 を 伴 う と き は 、 増 築 後 の 床 面 積 ） の 合 計 が １

０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 建 築 物  

オ  前 号 ウ か ら オ ま で に 掲 げ る 工 作 物  



カ  そ の 他 の 工 作 物 で 高 さ が ５ メ ー ト ル 以 下 で あ る も の  

⑽  面 積 が ６ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 宅 地 の 造 成 等 で 高 さ が １ ． ５

メ ー ト ル を 超 え る の り （ 地 表 面 が 水 平 面 に 対 し て ３ ０ 度 を 超 え

る 角 度 を な す 土 地 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を 生 ず る 切 土 又 は 盛 土

を 伴 わ な い も の  

⑾  面 積 が ６ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 の 水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓  

⑿  次 に 掲 げ る 木 竹 の 伐 採  

ア  間 伐 、 枝 打 ち 、 整 枝 等 木 竹 の 保 育 の た め に 通 常 行 わ れ る 木

竹 の 伐 採  

イ  枯 損 し た 木 竹 又 は 危 険 な 木 竹 の 伐 採  

ウ  自 家 の 生 活 の 用 に 充 て る た め に 必 要 な 木 竹 の 伐 採  

エ  仮 植 し た 木 竹 の 伐 採  

オ  測 量 、 実 地 調 査 又 は 施 設 の 保 守 の 支 障 と な る 木 竹 の 伐 採  

⒀  土 石 の 類 の 採 取 で 、 そ の 採 取 に よ る 地 形 の 変 更 が 第 １ ０ 号 の

宅 地 の 造 成 等 と 同 程 度 の も の  

⒁  次 に 掲 げ る 屋 外 に お け る 物 件 の 堆 積  

ア  工 事 に 必 要 な 物 件 の 堆 積 で 、 当 該 工 事 現 場 に お い て 当 該 工

事 の 施 工 期 間 を 超 え な い も の  

イ  そ の 他 の 物 件 の 堆 積 で 、 面 積 が ６ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ

り 、 か つ 、 高 さ が １ ． ５ メ ー ト ル 以 下 で あ る も の  

⒂  そ の 他 次 に 掲 げ る 行 為  

ア  法 令 又 は こ れ に 基 づ く 処 分 に よ る 義 務 の 履 行 と し て 行 う 行

為  

イ  建 築 物 の 敷 地 内 に お い て 行 う 次 に 掲 げ る 行 為  

   (ア) 当 該 敷 地 内 に 存 す る 建 築 物 に 附 属 す る 物 干 場 、 受 信 用 の

空 中 線 系 （ そ の 支 持 物 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） そ の 他 こ れ ら

に 類 す る 工 作 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転  

   (イ) 高 さ が ５ メ ー ト ル 以 下 の 木 竹 の 伐 採  

   (ウ) 屋 外 に お け る 物 件 の 堆 積 で 、 高 さ が ３ メ ー ト ル 以 下 の も

の  



ウ  農 業 、 林 業 又 は 漁 業 を 営 む た め に 行 う 行 為 。 た だ し 、 次 に

掲 げ る 行 為 を 除 く 。  

 (ア) 建 築 物 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転 。 た だ し 、 物 置 、 作

業 小 屋 等 の 新 築 、 増 築 、 改 築 又 は 移 転 で 、 当 該 新 築 、 増 築 、

改 築 又 は 移 転 に 係 る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が ９ ０ 平 方 メ ー ト

ル 以 下 で あ る も の を 除 く 。  

 (イ) 建 築 物 等 の 色 彩 の 変 更 。 た だ し 、 物 置 、 作 業 小 屋 等 で 床

面 積 （ 増 築 を 伴 う と き は 、 増 築 後 の 床 面 積 ） の 合 計 が ９ ０

平 方 メ ー ト ル 以 下 で あ る も の を 除 く 。  

 (ウ) 用 排 水 施 設 （ 幅 員 が ２ メ ー ト ル 以 下 の 用 排 水 路 を 除 く 。 ）

又 は 幅 員 が ２ メ ー ト ル を 超 え る 農 道 若 し く は 林 道 の 設 置  

 (エ) 宅 地 の 造 成 又 は 土 地 の 開 墾  

 (オ) 森 林 の 択 伐 又 は 皆 伐 （ 林 業 を 営 む た め に 行 う も の を 除 く 。 ）  

 (カ) 水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓  

３  国 、 地 方 公 共 団 体 及 び 公 社 、 公 団 等 で 規 則 で 定 め る も の が 行 う

行 為 に つ い て は 、 第 １ 項 の 許 可 を 受 け る こ と を 要 し な い 。 こ の 場

合 に お い て 、 そ の 行 為 を し よ う と す る 者 は 、 市 長 と 協 議 し な け れ

ば な ら な い 。  

４  風 致 地 区 に 関 す る 都 市 計 画 が 定 め ら れ た 際 、 当 該 風 致 地 区 内 に

お い て 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 並 び に 次 条 の 規 定 に よ り 許 可 を 要 す る 行

為 を 現 に 行 っ て い る 者 は 、 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た も の と み な す 。  

５  風 致 地 区 に 関 す る 都 市 計 画 が 定 め ら れ た 際 、 当 該 風 致 地 区 内 に

お い て 第 ３ 項 及 び 次 条 の 規 定 に よ り 協 議 を 要 す る 行 為 を 現 に 行 っ

て い る 者 は 、 第 ３ 項 の 協 議 を し た も の と み な す 。  

６  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 第 １ 項 の 許 可 を 受 け 、 又 は 第 ３ 項 の 協 議 を

し た も の と み な さ れ た 者 は 、 当 該 風 致 地 区 に 関 す る 都 市 計 画 が 定

め ら れ た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 、 市 長 に そ の 旨 を 届 け 出 な

け れ ば な ら な い 。  

（ 適 用 除 外 ）  

第 ３ 条  次 に 掲 げ る 行 為 に つ い て は 、 前 条 第 １ 項 及 び 第 ３ 項 の 規 定



は 、 適 用 し な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 そ の 行 為 を し よ う と す る 者

は 、 当 該 行 為 を し よ う と す る 日 前 相 当 の 期 間 を お い て 市 長 に そ の

旨 を 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

⑴  高 速 自 動 車 国 道 若 し く は 道 路 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 １ ８ ０ 号 ）

に よ る 自 動 車 専 用 道 路 の 新 設 、 改 築 、 維 持 、 修 繕 若 し く は 災 害

復 旧 （ こ れ ら の 道 路 と こ れ ら の 道 路 以 外 の 道 路 （ 道 路 運 送 法 （

昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 １ ８ ３ 号 ） に よ る 一 般 自 動 車 道 を 除 く 。 ） と

を 連 結 す る 施 設 の 新 設 及 び 改 築 を 除 く 。 ） 又 は 道 路 法 に よ る 道

路 （ 高 速 自 動 車 国 道 及 び 自 動 車 専 用 道 路 を 除 く 。 ） の 改 築 （ 小

規 模 の 拡 幅 、 舗 装 、 勾 配 の 緩 和 、 線 形 の 改 良 そ の 他 道 路 の 現 状

に 著 し い 変 更 を 及 ぼ さ な い も の に 限 る 。 ） 、 維 持 、 修 繕 若 し く

は 災 害 復 旧 に 係 る 行 為  

⑵  道 路 運 送 法 に よ る 一 般 自 動 車 道 又 は 専 用 自 動 車 道 （ 鉄 道 若 し

く は 軌 道 の 代 替 に 係 る も の 又 は 一 般 乗 合 旅 客 自 動 車 運 送 事 業 の

用 に 供 す る も の に 限 る 。 ） の 造 設 （ こ れ ら の 自 動 車 道 と こ れ ら

の 自 動 車 道 以 外 の 道 路 （ 高 速 自 動 車 国 道 及 び 道 路 法 に よ る 自 動

車 専 用 道 路 を 除 く 。 ） と を 連 結 す る 施 設 の 造 設 を 除 く 。 ） 又 は

管 理 に 係 る 行 為  

⑶  河 川 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ６ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 河 川 又 は 同 法 第 １ ０ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 河 川

の 改 良 工 事 の 施 行 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⑷  独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ８ ２ 号 ） 第

１ ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 、 第 ２ 号 イ 及 び 第 ３ 号 （ 水 資 源 開 発 施 設 に

係 る 部 分 に 限 る 。 ） に 規 定 す る 業 務 に 係 る 行 為 （ 前 号 に 掲 げ る

も の を 除 く 。 ）  

⑸  砂 防 法 （ 明 治 ３ ０ 年 法 律 第 ２ ９ 号 ） に よ る 砂 防 工 事 の 施 行 又

は 砂 防 設 備 の 管 理 （ 同 法 に 規 定 す る 事 項 が 準 用 さ れ る も の を 含

む 。 ） に 係 る 行 為  

⑹  地 す べ り 等 防 止 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ３ ０ 号 ） に よ る 地 す べ

り 防 止 工 事 の 施 行 又 は 地 す べ り 防 止 施 設 の 管 理 に 係 る 行 為  



⑺  急 傾 斜 地 の 崩 壊 に よ る 災 害 の 防 止 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 ４ ４ 年

法 律 第 ５ ７ 号 ） に よ る 急 傾 斜 地 崩 壊 防 止 工 事 の 施 行 又 は 急 傾 斜

地 崩 壊 防 止 施 設 の 管 理 に 係 る 行 為  

⑻  森 林 法 （ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ４ ９ 号 ） 第 ５ 条 に 規 定 す る 地 域

森 林 計 画 に 定 め る 林 道 の 開 設 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⑼  森 林 法 第 ４ １ 条 に 規 定 す る 保 安 施 設 事 業 の 施 行 に 係 る 行 為  

⑽  国 有 林 野 内 に お い て 行 う 国 民 の 保 健 休 養 の 用 に 供 す る 施 設 の

設 置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⑾  土 地 改 良 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ９ ５ 号 ） に よ る 土 地 改 良 事

業 の 施 行 に 係 る 行 為 （ 水 面 の 埋 立 て 及 び 干 拓 を 除 く 。 ）  

⑿  地 方 公 共 団 体 又 は 農 業 等 を 営 む 者 が 組 織 す る 団 体 が 行 う 農 業

構 造 、 林 業 構 造 又 は 漁 業 構 造 の 改 善 に 関 し 必 要 な 事 業 の 施 行 に

係 る 行 為 （ 水 面 の 埋 立 て 及 び 干 拓 を 除 く 。 ）  

⒀  独 立 行 政 法 人 鉄 道 建 設 ・ 運 輸 施 設 整 備 支 援 機 構 が 行 う 鉄 道 施

設 の 建 設 （ 駅 、 操 車 場 、 車 庫 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の （ 以 下

「 駅 等 」 と い う 。 ） の 建 設 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⒁  鉄 道 事 業 法 （ 昭 和 ６ １ 年 法 律 第 ９ ２ 号 ） に よ る 鉄 道 事 業 又 は

索 道 事 業 で 一 般 の 需 要 に 応 ず る も の の 用 に 供 す る 施 設 の 建 設 （

鉄 道 事 業 に あ っ て は 、 駅 等 の 建 設 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行

為  

⒂  軌 道 法 （ 大 正 １ ０ 年 法 律 第 ７ ６ 号 ） に よ る 軌 道 の 敷 設 （ 駅 等

の 建 設 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⒃  海 岸 法 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 １ ０ １ 号 ） に よ る 海 岸 保 全 施 設 に

関 す る 工 事 の 施 行 又 は 海 岸 保 全 施 設 の 管 理 に 係 る 行 為  

⒄  航 路 標 識 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 ９ ９ 号 ） に よ る 航 路 標 識 の 設

置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

⒅  港 則 法 （ 昭 和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ７ ４ 号 ） に よ る 信 号 所 の 設 置 又

は 管 理 に 係 る 行 為  

⒆  航 空 法 （ 昭 和 ２ ７ 年 法 律 第 ２ ３ １ 号 ） に よ る 航 空 保 安 施 設 で

公 共 の 用 に 供 す る も の 又 は 同 法 第 ９ ６ 条 に 規 定 す る 指 示 に 関 す



る 業 務 の 用 に 供 す る レ ー ダ ー 又 は 通 信 設 備 の 設 置 又 は 管 理 に 係

る 行 為  

⒇  気 象 、 海 象 、 地 象 、 洪 水 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 現 象 の 観 測 又

は 通 報 の 用 に 供 す る 施 設 の 設 置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (21) 漁 港 漁 場 整 備 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ３ ７ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 号

に 掲 げ る 基 本 施 設 又 は 同 条 第 ２ 号 イ 若 し く は ロ に 掲 げ る 機 能 施

設 に 関 す る 工 事  

 (22) 港 湾 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ １ ８ 号 ） 第 ２ 条 第 ５ 項 第 １ 号 か

ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 港 湾 施 設 （ 同 条 第 ６ 項 の 規 定 に よ り 同 条

第 ５ 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で に 掲 げ る 港 湾 施 設 と み な さ れ た 施

設 を 含 む 。 ） に 関 す る 工 事 の 施 行 又 は こ れ ら の 港 湾 施 設 の 管 理

に 係 る 行 為  

 (23) 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 行 う 有 線 電 気 通 信 設 備 又 は 無 線 設 備 の

設 置 （ 高 さ が １ ５ メ ー ト ル を 超 え る も の の 設 置 を 除 く 。 ） 又 は

管 理 に 係 る 行 為  

 (24) 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 ５ ９ 年 法 律 第 ８ ６ 号 ） に よ る 認 定 電 気

通 信 事 業 の 用 に 供 す る 線 路 若 し く は 空 中 線 系 又 は こ れ ら に 係 る

電 気 通 信 設 備 を 収 容 す る た め の 施 設 の 設 置 （ 高 さ が １ ５ メ ー ト

ル を 超 え る も の の 設 置 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (25) 放 送 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ３ ２ 号 ） に よ る 放 送 事 業 の 用 に

供 す る 線 路 若 し く は 空 中 線 系 又 は こ れ ら に 係 る 電 気 通 信 設 備 を

収 容 す る た め の 施 設 の 設 置 （ 高 さ が １ ５ メ ー ト ル を 超 え る も の

の 設 置 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (26) 電 気 事 業 法 （ 昭 和 ３ ９ 年 法 律 第 １ ７ ０ 号 ） に よ る 電 気 事 業 の

用 に 供 す る 電 気 工 作 物 の 設 置 （ 高 さ が １ ５ メ ー ト ル を 超 え る も

の 及 び 発 電 の 用 に 供 す る 電 気 工 作 物 の 設 置 を 除 く 。 ） 又 は 管 理

に 係 る 行 為  

 (27) ガ ス 事 業 法 （ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第 ５ １ 号 ） に よ る ガ ス 工 作 物 の

設 置 （ 液 化 石 油 ガ ス 以 外 の 原 料 を 主 原 料 と す る ガ ス の 製 造 の 用

に 供 す る ガ ス 工 作 物 の 設 置 を 除 く 。 ） 又 は 管 理 に 係 る 行 為  



 (28) 水 道 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ７ ７ 号 ） に よ る 水 道 事 業 若 し く

は 水 道 用 水 供 給 事 業 若 し く は 工 業 用 水 道 事 業 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法

律 第 ８ ４ 号 ） に よ る 工 業 用 水 道 事 業 の 用 に 供 す る 水 管 、 水 路 若

し く は 配 水 池 、 下 水 道 法 （ 昭 和 ３ ３ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） に よ る 下

水 道 の 排 水 管 又 は こ れ ら の 施 設 を 補 完 す る た め に 設 け ら れ る ポ

ン プ 施 設 の 設 置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (29) 警 察 署 の 派 出 所 若 し く は 駐 在 所 又 は 道 路 交 通 法 （ 昭 和 ３ ５ 年

法 律 第 １ ０ ５ 号 ） に よ る 信 号 機 の 設 置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (30) 文 化 財 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ １ ４ 号 ） 第 ２ ７ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 重 要 文 化 財 、 同 法 第 ７ ８ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 指 定 さ れ た 重 要 有 形 民 俗 文 化 財 若 し く は 重 要 無 形 民 俗

文 化 財 、 同 法 第 ９ ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 埋 蔵 文 化 財 又 は 同 法 第

１ ０ ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ 、 若 し く は 同 法 第 １ １ ０

条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 仮 指 定 さ れ た 史 跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 保 存

に 係 る 行 為  

 (31) 神 奈 川 県 文 化 財 保 護 条 例 （ 昭 和 ３ ０ 年 神 奈 川 県 条 例 第 １ ３ 号 ）

第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 県 指 定 重 要 文 化 財 、 同 条

例 第 ２ ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 県 指 定 有 形 民 俗 文 化

財 又 は 同 条 例 第 ３ １ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 県 指 定 史

跡 名 勝 天 然 記 念 物 の 保 存 に 係 る 行 為  

  (32) 首 都 圏 近 郊 緑 地 保 全 法 （ 昭 和 ４ １ 年 法 律 第 １ ０ １ 号 ） 第 ４ 条

に 規 定 す る 近 郊 緑 地 保 全 計 画 に 基 づ く 事 業 の 執 行 に 係 る 行 為  

 (33) 都 市 公 園 法 （ 昭 和 ３ １ 年 法 律 第 ７ ９ 号 ） に よ る 都 市 公 園 又 は

公 園 施 設 の 設 置 又 は 管 理 に 係 る 行 為  

 (34) 自 然 公 園 法 （ 昭 和 ３ ２ 年 法 律 第 １ ６ １ 号 ） に よ る 公 園 事 業 又

は 県 立 自 然 公 園 の こ れ に 相 当 す る 事 業 の 執 行 に 係 る 行 為  

 (35) 鉱 業 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ８ ９ 号 ） 第 ３ 条 第 １ 項 に 規 定 す

る 鉱 物 の 掘 採 に 係 る 行 為  

（ 風 致 地 区 の 種 別 の 定 義 ）  

第 ４ 条  風 致 地 区 の 種 別 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  



⑴  第 １ 種 風 致 地 区  特 に 良 好 な 自 然 環 境 を 有 し 、 そ の 保 全 を 図

る た め 、 建 築 物 の 建 築 等 を 規 制 す る 必 要 が あ る 土 地 の 区 域  

⑵  第 ２ 種 風 致 地 区  良 好 な 自 然 環 境 を 有 し 、 又 は 周 辺 に 特 に 良

好 な 自 然 環 境 が 存 し 、 こ れ ら の 自 然 環 境 と 調 和 し た 土 地 利 用 が

さ れ る よ う 建 築 物 の 建 築 等 を 規 制 す る 必 要 が あ る 土 地 の 区 域  

⑶  第 ３ 種 風 致 地 区  周 辺 に 良 好 な 自 然 環 境 を 有 し 、 現 に 存 す る

自 然 環 境 又 は 周 辺 の 良 好 な 自 然 環 境 と 調 和 し た 土 地 利 用 が さ れ

る よ う 建 築 物 の 建 築 等 を 規 制 す る 必 要 が あ る 土 地 の 区 域  

⑷  第 ４ 種 風 致 地 区  自 然 環 境 の 維 持 若 し く は 復 元 が 図 ら れ 、 又

は 周 辺 の 自 然 環 境 と 調 和 し た 土 地 利 用 が さ れ る よ う 建 築 物 の 建

築 等 を 規 制 す る 必 要 が あ る 土 地 の 区 域 で あ っ て 、 第 １ 種 風 致 地

区 、 第 ２ 種 風 致 地 区 及 び 第 ３ 種 風 致 地 区 以 外 の 区 域  

２  前 項 に 掲 げ る 風 致 地 区 の 種 別 は 、 市 長 が 指 定 す る 。  

（ 風 致 地 区 の 種 別 の 案 の 縦 覧 等 ）  

第 ５ 条  市 長 は 、 風 致 地 区 の 種 別 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 あ ら

か じ め 、 そ の 旨 を 公 告 し 、 当 該 種 別 の 案 を 当 該 公 告 の 日 か ら ２ 週

間 公 衆 の 縦 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。  

２  当 該 区 域 の 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 公 告 が あ

っ た と き は 、 同 項 の 縦 覧 期 間 満 了 の 日 ま で に 、 縦 覧 に 供 さ れ た 風

致 地 区 の 種 別 の 案 に つ い て 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

（ 風 致 地 区 の 種 別 の 指 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 三 浦 市 都 市 計 画 審 議 会 （ 次 項 に お い て 「 審 議 会 」

と い う 。 ） の 意 見 を 聴 い て 風 致 地 区 の 種 別 を 指 定 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 風 致 地 区 の 種 別 の 案 を 審 議 会 に 諮 問

し よ う と す る と き は 、 前 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 意 見 書

の 要 旨 を 審 議 会 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

３  市 長 は 、 風 致 地 区 の 種 別 を 指 定 す る 場 合 に は 、 そ の 旨 及 び そ の

区 域 を 告 示 す る と と も に 、 そ の 関 係 図 書 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 し な け

れ ば な ら な い 。  

４  風 致 地 区 の 種 別 の 指 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 告 示 に よ り そ の 効



力 を 生 ず る 。  

（ 風 致 地 区 の 種 別 の 変 更 ）  

第 ７ 条  前 ２ 条 の 規 定 は 、 風 致 地 区 の 種 別 の 変 更 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 許 可 の 基 準 ）  

第 ８ 条  市 長 は 、 第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 で 次 に 定 め る 基 準

に 適 合 す る も の に つ い て は 、 同 項 の 許 可 を す る も の と す る 。  

⑴  建 築 物 の 新 築  

ア  仮 設 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 建 築 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す る こ と が

で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 建 築 物 の 位 置 、 規 模 及 び 形 態 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る

土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調

和 で な い こ と 。  

イ  地 下 に 設 け る 建 築 物 に つ い て は 、 当 該 建 築 物 の 位 置 及 び 規

模 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お

け る 風 致 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

ウ  そ の 他 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 建 築 物 の 高 さ が 別 表 第 １ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に

応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 建 築 物 の 高 さ の 欄 に 掲 げ る 高 さ 以 下

で あ る こ と 。 た だ し 、 当 該 建 築 物 の 位 置 、 規 模 、 形 態 及 び

意 匠 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域

に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な く 、 か つ 、 敷 地 に つ い て

風 致 の 維 持 に 有 効 な 措 置 が 行 わ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら れ

る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (イ) 当 該 建 築 物 の 建 蔽 率 が 別 表 第 １ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 建 蔽 率 の 欄 に 掲 げ る 割 合 以 下 で あ

る こ と 。 た だ し 、 周 辺 の 土 地 の 状 況 に よ り 風 致 の 維 持 に 支

障 が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (ウ) 当 該 建 築 物 の 外 壁 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か ら 敷 地 の 境

界 線 ま で の 距 離 （ 以 下 「 壁 面 後 退 距 離 」 と い う 。 ） が 別 表



第 １ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 壁 面

後 退 距 離 の 欄 に 掲 げ る 部 分 の 区 分 に 応 じ た 距 離 以 上 で あ る

こ と 。 た だ し 、 周 辺 の 土 地 の 状 況 に よ り 風 致 の 維 持 に 支 障

が な い と 認 め ら れ る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (エ) 当 該 建 築 物 が 周 囲 の 地 面 と 接 す る 位 置 の 高 低 差 が ６ メ ー

ト ル 以 下 で あ る こ と 。 た だ し 、 当 該 建 築 物 の 位 置 、 規 模 、

形 態 及 び 意 匠 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 区

域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な く 、 か つ 、 敷 地 に つ い

て 風 致 の 維 持 に 有 効 な 措 置 が 行 わ れ る こ と が 確 実 と 認 め ら

れ る 場 合 に お い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 (オ) 当 該 建 築 物 の 位 置 、 形 態 及 び 意 匠 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る

土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調

和 で な い こ と 。  

 (カ) 当 該 建 築 物 の 敷 地 内 に 風 致 の 維 持 に 必 要 な 木 竹 が 存 在 し

な い と き は 、 風 致 の 維 持 に 必 要 な 植 栽 等 を 行 う こ と 。  

 (キ) 緑 地 率 （ 木 竹 が 保 全 さ れ 、 又 は 適 切 な 植 栽 が 行 わ れ る 土

地 の 面 積 の 、 建 築 物 （ 仮 設 の 建 築 物 及 び 地 下 に 設 け る 建 築

物 を 除 く 。 ） の 新 築 、 増 築 、 改 築 若 し く は 移 転 又 は 宅 地 の

造 成 等 に 係 る 土 地 の 面 積 に 対 す る 割 合 を い う 。 以 下 同 じ 。 ）

が 、 別 表 第 ２ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同

表 の 緑 地 率 の 欄 に 掲 げ る 区 域 及 び 面 積 の 区 分 に 応 じ た 割 合

以 上 で あ る こ と 。 た だ し 、 当 該 新 築 が 行 わ れ る 土 地 及 び そ

の 周 辺 の 土 地 の 区 域 の 状 況 に よ り 植 物 の 生 育 が 困 難 で あ る

と き そ の 他 や む を 得 な い と 認 め ら れ る と き は 、 こ の 限 り で

な い 。  

⑵  建 築 物 の 増 築  

ア  仮 設 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 増 築 部 分 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す る こ と

が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 増 築 後 の 建 築 物 の 位 置 、 規 模 及 び 形 態 が 当 該 増 築 の



行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著

し く 不 調 和 で な い こ と 。  

イ  地 下 に 設 け る 建 築 物 に つ い て は 、 当 該 増 築 後 の 建 築 物 の 位

置 及 び 規 模 が 当 該 増 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の

区 域 に お け る 風 致 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

ウ  そ の 他 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 増 築 部 分 の 建 築 物 の 高 さ が 別 表 第 １ の 種 別 の 欄 に 掲

げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 建 築 物 の 高 さ の 欄 に 掲 げ

る 高 さ 以 下 で あ る こ と 。 前 号 ウ (ア)た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の

場 合 に 準 用 す る 。  

 (イ) 当 該 増 築 後 の 建 蔽 率 が 別 表 第 １ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別

に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 建 蔽 率 の 欄 に 掲 げ る 割 合 以 下 で あ

る こ と 。 前 号 ウ (イ)た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

 (ウ) 当 該 増 築 部 分 の 壁 面 後 退 距 離 が 別 表 第 １ の 種 別 の 欄 に 掲

げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 壁 面 後 退 距 離 の 欄 に 掲 げ

る 部 分 の 区 分 に 応 じ た 距 離 以 上 で あ る こ と 。 前 号 ウ (ウ)た だ

し 書 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

 (エ) 当 該 増 築 後 の 建 築 物 が 周 囲 の 地 面 と 接 す る 位 置 の 高 低 差

が ６ メ ー ト ル 以 下 で あ る こ と 。 前 号 ウ (エ)た だ し 書 の 規 定 は 、

こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

 (オ) 当 該 増 築 部 分 の 位 置 並 び に 当 該 増 築 後 の 建 築 物 の 形 態 及

び 意 匠 が 当 該 増 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区

域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な い こ と 。  

 (カ) 当 該 増 築 に よ り 建 築 物 の 敷 地 内 に お い て 現 に 存 す る 風 致

の 維 持 に 必 要 な 木 竹 が 失 わ れ る と き は 、 風 致 の 維 持 に 必 要

な 植 栽 等 を 行 う こ と 。  

 (キ) 緑 地 率 が 、 別 表 第 ２ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 緑 地 率 の 欄 に 掲 げ る 区 域 及 び 面 積 の 区 分 に 応

じ た 割 合 以 上 で あ る こ と 。 前 号 ウ (キ)た だ し 書 の 規 定 は 、 こ

の 場 合 に 準 用 す る 。  



⑶  建 築 物 の 改 築  

ア  仮 設 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 改 築 後 の 建 築 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す

る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 改 築 後 の 建 築 物 の 規 模 及 び 形 態 が 当 該 改 築 の 行 わ れ

る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不

調 和 で な い こ と 。  

イ  そ の 他 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 改 築 後 の 建 築 物 の 高 さ が 改 築 前 の 建 築 物 の 高 さ を 超

え な い こ と 。  

 (イ) 当 該 改 築 後 の 建 築 物 の 形 態 及 び 意 匠 が 当 該 改 築 の 行 わ れ

る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不

調 和 で な い こ と 。  

 (ウ) 当 該 改 築 に よ り 建 築 物 の 敷 地 内 に お い て 現 に 存 す る 風 致

の 維 持 に 必 要 な 木 竹 が 失 わ れ る と き は 、 風 致 の 維 持 に 必 要

な 植 栽 等 を 行 う こ と 。  

 (エ) 緑 地 率 が 、 別 表 第 ２ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 緑 地 率 の 欄 に 掲 げ る 区 域 及 び 面 積 の 区 分 に 応

じ た 割 合 以 上 で あ る こ と 。 第 １ 号 ウ (キ)た だ し 書 の 規 定 は 、

こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

⑷  建 築 物 の 移 転  

ア  仮 設 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 移 転 後 の 建 築 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す

る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 移 転 後 の 建 築 物 の 位 置 が 当 該 移 転 の 行 わ れ る 土 地 及

び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な

い こ と 。  

イ  そ の 他 の 建 築 物  

 (ア) 当 該 移 転 後 の 建 築 物 の 壁 面 後 退 距 離 が 別 表 第 １ の 種 別 の

欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 壁 面 後 退 距 離 の 欄



に 掲 げ る 部 分 の 区 分 に 応 じ た 距 離 以 上 で あ る こ と 。 第 １ 号

ウ (ウ)た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

 (イ) 当 該 移 転 後 の 建 築 物 の 位 置 が 当 該 移 転 の 行 わ れ る 土 地 及

び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な

い こ と 。  

 (ウ) 当 該 移 転 に よ り 建 築 物 の 敷 地 内 に お い て 現 に 存 す る 風 致

の 維 持 に 必 要 な 木 竹 が 失 わ れ る と き は 、 風 致 の 維 持 に 必 要

な 植 栽 等 を 行 う こ と 。  

 (エ) 緑 地 率 が 、 別 表 第 ２ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ

れ ぞ れ 同 表 の 緑 地 率 の 欄 に 掲 げ る 区 域 及 び 面 積 の 区 分 に 応

じ た 割 合 以 上 で あ る こ と 。 第 １ 号 ウ (キ)た だ し 書 の 規 定 は 、

こ の 場 合 に 準 用 す る 。  

⑸  工 作 物 の 新 築  

ア  仮 設 の 工 作 物  

 (ア) 当 該 工 作 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す る こ と が

で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 工 作 物 の 位 置 、 規 模 及 び 形 態 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る

土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調

和 で な い こ と 。  

イ  そ の 他 の 工 作 物 に つ い て は 、 当 該 工 作 物 の 位 置 、 規 模 、 形

態 及 び 意 匠 が 当 該 新 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の

区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な い こ と 。  

⑹  工 作 物 の 増 築  

ア  仮 設 の 工 作 物  

 (ア) 当 該 増 築 部 分 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す る こ と

が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 増 築 後 の 工 作 物 の 位 置 、 規 模 及 び 形 態 が 当 該 増 築 の

行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著

し く 不 調 和 で な い こ と 。  

イ  そ の 他 の 工 作 物 の 増 築 に つ い て は 、 当 該 増 築 部 分 の 位 置 並



び に 当 該 増 築 後 の 工 作 物 の 規 模 、 形 態 及 び 意 匠 が 当 該 増 築 の

行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し

く 不 調 和 で な い こ と 。  

⑺  工 作 物 の 改 築  

ア  仮 設 の 工 作 物  

 (ア) 当 該 改 築 後 の 工 作 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す

る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 改 築 後 の 工 作 物 の 規 模 及 び 形 態 が 当 該 改 築 の 行 わ れ

る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不

調 和 で な い こ と 。  

イ  そ の 他 の 工 作 物 に つ い て は 、 当 該 改 築 後 の 工 作 物 の 規 模 、

形 態 及 び 意 匠 が 当 該 改 築 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地

の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な い こ と 。  

⑻  工 作 物 の 移 転  

ア  仮 設 の 工 作 物  

 (ア) 当 該 移 転 後 の 工 作 物 の 構 造 が 容 易 に 移 転 し 、 又 は 除 却 す

る こ と が で き る も の で あ る こ と 。  

 (イ) 当 該 移 転 後 の 工 作 物 の 位 置 が 当 該 移 転 の 行 わ れ る 土 地 及

び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な

い こ と 。  

イ  そ の 他 の 工 作 物 に つ い て は 、 当 該 移 転 後 の 工 作 物 の 位 置 、

規 模 、 形 態 及 び 意 匠 が 当 該 移 転 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺

の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な い こ と 。  

⑼  建 築 物 等 の 色 彩 の 変 更 に つ い て は 、 当 該 変 更 後 の 色 彩 が 当 該

変 更 の 行 わ れ る 建 築 物 等 の 存 す る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区

域 に お け る 風 致 と 著 し く 不 調 和 で な い こ と 。  

⑽  宅 地 の 造 成 等 に つ い て は 、 次 に 掲 げ る 要 件 に 該 当 し 、 か つ 、

風 致 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

ア  緑 地 率 が 、 別 表 第 ２ の 種 別 の 欄 に 掲 げ る 種 別 に 応 じ 、 そ れ

ぞ れ 同 表 の 緑 地 率 の 欄 に 掲 げ る 区 域 及 び 面 積 の 区 分 に 応 じ た



割 合 以 上 で あ る こ と 。 第 １ 号 ウ (キ)た だ し 書 の 規 定 は 、 こ の 場

合 に 準 用 す る 。  

イ  当 該 宅 地 の 造 成 等 が 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区

域 に お け る 木 竹 の 生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

ウ  ５ メ ー ト ル 以 上 の 高 さ の の り を 生 ず る 切 土 又 は 盛 土 を 伴 わ

な い こ と （ 小 段 等 に よ っ て 上 下 に 分 離 さ れ た の り が あ る 場 合

に お い て 、 下 層 の の り 面 の 下 端 を 含 み 、 か つ 、 水 平 面 に 対 し

３ ０ 度 の 角 度 を な す 面 の 上 方 に 上 層 の の り 面 の 下 端 が あ る と

き は 、 そ の 上 下 の の り は 、 一 体 の も の と み な す 。 ） 。 た だ し 、

当 該 変 更 に 係 る 土 地 の 地 形 上 や む を 得 な い と き は 、 こ の 限 り

で な い 。  

エ  面 積 が １ ヘ ク タ ー ル を 超 え る 森 林 で 風 致 の 維 持 に 特 に 必 要

で あ る も の と し て 市 長 が 指 定 し た も の の 伐 採 を 伴 わ な い こ と 。  

オ  第 ５ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 は 、 エ に 規 定 す る 森 林 の 指 定 に

つ い て 準 用 す る 。  

⑾  水 面 の 埋 立 て 又 は 干 拓 に つ い て は 、 次 に 該 当 す る も の で あ る

こ と 。  

ア  適 切 な 植 栽 等 を 行 う こ と に よ り 当 該 埋 立 て 又 は 干 拓 後 の 地

貌 が 当 該 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 と 著 し

く 不 調 和 と な ら な い こ と 。  

イ  当 該 埋 立 て 又 は 干 拓 に 係 る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域

に お け る 木 竹 の 生 育 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。  

⑿  木 竹 の 伐 採 に つ い て は 、 当 該 木 竹 の 伐 採 が 次 の い ず れ か に 該

当 し 、 か つ 、 当 該 伐 採 の 行 わ れ る 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区

域 に お け る 風 致 を 損 な う お そ れ が 少 な い こ と 。  

ア  第 ２ 条 第 １ 項 第 １ 号 又 は 第 ３ 号 に 掲 げ る 行 為 を す る た め に

必 要 な 最 小 限 度 の 木 竹 の 伐 採  

イ  森 林 の 択 伐  

ウ  伐 採 後 の 成 林 が 確 実 で あ る と 認 め ら れ る 森 林 の 皆 伐 （ 第 １

０ 号 エ の 森 林 に 係 る も の を 除 く 。 ） で 伐 採 区 域 の 面 積 が １ ヘ



ク タ ー ル 以 下 の も の  

エ  森 林 で あ る 土 地 の 区 域 外 に お け る 木 竹 の 伐 採  

⒀  土 石 の 類 の 採 取 に つ い て は 、 当 該 採 取 の 方 法 が 露 天 掘 り で な

く 、 か つ 、 当 該 採 取 を 行 う 土 地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お

け る 風 致 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が 少 な い こ と 。 た だ し 、

必 要 な 埋 戻 し 又 は 植 栽 等 を 行 う こ と に よ り 風 致 の 維 持 に 著 し い

支 障 を 及 ぼ さ な い と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

⒁  屋 外 に お け る 物 件 の 堆 積 に つ い て は 、 当 該 堆 積 の 行 わ れ る 土

地 及 び そ の 周 辺 の 土 地 の 区 域 に お け る 風 致 の 維 持 に 支 障 を 及 ぼ

す お そ れ が 少 な い こ と 。  

２  市 長 は 、 第 ２ 条 第 １ 項 の 許 可 に 風 致 を 維 持 す る た め に 必 要 な 条

件 を 付 す る こ と が で き る 。  

（ 許 可 に 基 づ く 地 位 の 承 継 ）  

第 ９ 条  第 ２ 条 第 １ 項 の 許 可 を 受 け た 者 （ 以 下 「 許 可 を 受 け た 者 」

と い う 。 ） の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 は 、 被 承 継 人 が 有 し て い

た 当 該 許 可 に 基 づ く 地 位 を 承 継 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 許 可 を

受 け た 者 の 相 続 人 そ の 他 の 一 般 承 継 人 は 、 速 や か に 市 長 に そ の 旨

を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  許 可 を 受 け た 者 か ら そ の 所 有 に 係 る 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該 許

可 に 係 る 行 為 を 施 行 す る 権 原 を 取 得 し た 者 は 、 市 長 の 承 認 を 受 け

て 、 当 該 許 可 を 受 け た 者 が 有 し て い た 当 該 許 可 に 基 づ く 地 位 を 承

継 す る こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 許 可 を 受 け た 者 か ら 当

該 許 可 区 域 内 の 土 地 の 所 有 権 そ の 他 当 該 許 可 に 係 る 行 為 を 施 行 す

る 権 原 を 取 得 し た 者 は 、 速 や か に 市 長 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を 受 け

な け れ ば な ら な い 。  

（ 緑 化 の 促 進 ）  

第 １ ０ 条  風 致 地 区 内 の 建 築 物 又 は 土 地 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有

者 は 、 当 該 建 築 物 の 敷 地 又 は 当 該 土 地 に お け る 風 致 の 維 持 に 必 要

な 緑 化 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

（ 許 可 標 の 掲 示 ）  



第 １ １ 条  許 可 を 受 け た 者 、 第 ２ 条 第 ４ 項 の 規 定 に よ り 許 可 を 受 け

た と み な さ れ た 者 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 基 づ く 地 位

を 承 継 し た 者 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 基 づ く 地 位 の 承

継 の 承 認 を 受 け た 者 （ 次 条 第 ２ 項 に お い て 「 許 可 を 受 け た 者 等 」

と い う 。 ） は 、 当 該 許 可 に 係 る 行 為 の 期 間 中 行 為 地 の 見 や す い 場

所 に 許 可 を 受 け て い る 旨 の 標 識 を 掲 示 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 行 為 に 係 る 届 出 ）  

第 １ ２ 条  許 可 を 受 け た 者 、 第 ９ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 基 づ

く 地 位 を 承 継 し た 者 及 び 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 許 可 に 基 づ く 地

位 の 承 継 の 承 認 を 受 け た 者 は 、 当 該 許 可 に 係 る 行 為 に 着 手 し た と

き は 、 速 や か に 市 長 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  許 可 を 受 け た 者 等 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 速 や か

に 市 長 に そ の 旨 を 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

 ⑴  当 該 許 可 に 係 る 行 為 が 完 了 し た と き 。  

 ⑵  当 該 許 可 に 係 る 行 為 を 中 止 し た と き 。  

 ⑶  当 該 許 可 に 係 る 行 為 の 完 了 前 に 住 所 又 は 氏 名 （ 法 人 に あ っ て

は 、 そ の 名 称 、 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 又 は 代 表 者 の 氏 名 ） に 変

更 を 生 じ た と き 。  

（ 監 督 処 分 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 に 対 し 、 風 致 を 維 持

す る た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 そ の 許 可 を 取 り 消 し 、 そ の 許 可 に

付 し た 条 件 を 変 更 し 、 そ の 工 事 そ の 他 の 行 為 の 停 止 を 命 じ 、 又 は

相 当 の 期 限 を 定 め て 、 建 築 物 等 若 し く は 物 件 の 改 築 、 移 転 若 し く

は 除 却 、 建 築 物 等 の 色 彩 の 変 更 そ の 他 違 反 を 是 正 す る た め 必 要 な

措 置 を と る こ と を 命 ず る こ と が で き る 。  

⑴  第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  

⑵  第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 工 事 の 注 文 主 若 し く は 請 負 人

又 は 請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら そ の 工 事 を し て い る 者 若 し く は

し た 者  

⑶  第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 許 可 に 付 し た 条 件 に 違 反 し た 者  



⑷  詐 欺 そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 許 可

を 受 け た 者  

２  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 必 要 な 措 置 を と る こ と を 命 じ よ う と

す る 場 合 に お い て 、 過 失 が な く て 当 該 措 置 を 命 ず べ き 者 を 確 知 す

る こ と が で き な い と き は 、 そ の 者 の 負 担 に お い て 、 当 該 措 置 を 自

ら 行 い 、 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 に こ れ を 行 わ せ る

こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 相 当 の 期 限 を 定 め て 、 当 該 措

置 を 行 う べ き 旨 及 び そ の 期 限 ま で に 当 該 措 置 を 行 わ な い と き は 、

市 長 又 は そ の 命 じ た 者 若 し く は 委 任 し た 者 が 当 該 措 置 を 行 う 旨 を

あ ら か じ め 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 報 告 及 び 立 入 調 査 等 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、 風 致 の 維 持 の た め 必 要 な 限 度 に お い て 、 許 可 を

受 け た 者 、 風 致 地 区 内 の 土 地 、 建 築 物 等 の 所 有 者 そ の 他 の 関 係 者

に 対 し て 、 同 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 の 実 施 状 況 そ の 他 必 要 な 事 項 に

つ い て 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、 第 ２ 条 第 １ 項 若 し く は 第 ８ 条 第 ２ 項 又 は 前 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 権 限 を 行 う た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 そ の 必 要

な 限 度 に お い て 、 市 の 職 員 を し て 風 致 地 区 内 の 土 地 に 立 ち 入 り 、

そ の 状 況 を 調 査 さ せ 、 又 は 第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 行 為 の 実 施

状 況 を 検 査 さ せ る こ と が で き る 。  

３  前 項 に 規 定 す る 職 員 は 、 そ の 身 分 を 示 す 証 明 書 を 携 帯 し 、 関 係

人 の 請 求 が あ っ た と き は 、 こ れ を 提 示 し な け れ ば な ら な い 。  

４  第 ２ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 又 は 立 入 検 査 の 権 限 は 、 犯 罪 捜 査

の た め に 認 め ら れ た も の と 解 し て は な ら な い 。  

（ 罰 則 ）  

第 １ ５ 条  第 １ ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 命 令 に 違 反 し た 者 は 、 ５ ０

万 円 以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

第 １ ６ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 ３ ０ 万 円 以 下 の 罰

金 に 処 す る 。  

⑴  第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に 違 反 し た 者  



⑵  第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 許 可 に 付 し た 条 件 に 違 反 し た 者  

第 １ ７ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 ５ 万 円 以 下 の 罰 金

に 処 す る 。  

⑴  第 １ ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽 の 報 告 を

し た 者  

⑵  第 １ ４ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 立 入 調 査 又 は 立 入 検 査 を 拒 み 、

妨 げ 、 又 は 忌 避 し た 者  

（ 両 罰 規 定 ）  

第 １ ８ 条  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の

他 の 従 業 者 が 、 そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 又 は 財 産 に 関 し て 前 ３ 条 の

違 反 行 為 を し た と き は 、 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に

対 し て 各 本 条 の 罰 金 刑 を 科 す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ９ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 規 則 で 定 め る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 平 成 ２ ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 際 、 現 に 神 奈 川 県 風 致 地 区 条 例 （ 昭 和 ４ ５ 年

神 奈 川 県 条 例 第 ５ 号 ） 第 ４ 条 の ３ の 規 定 に よ り 指 定 さ れ て い る 風

致 地 区 の 区 域 及 び 種 別 は 、 こ の 条 例 の 施 行 後 の 第 ６ 条 の 規 定 に よ

り 風 致 地 区 の 種 別 に 係 る 区 域 を 指 定 す る 日 ま で の 間 は 、 そ れ ぞ れ

同 条 の 規 定 に よ り 指 定 さ れ た 区 域 と み な す 。  

別 表 第 １ （ 第 ２ 条 、 第 ８ 条 関 係 ）  

種 別  
建 築 物 の  

高 さ  
建 蔽 率  

壁 面 後 退 距 離  

道 路 に 面  

す る 部 分  

道 路 に 面  

す る 部 分  

以 外 の 部  

分  



第 １ 種 風  

致 地 区  
８ ｍ  ２ ０ ％  ３ ｍ  ２ ｍ  

第 ２ 種 風  

致 地 区  
８ ｍ  ４ ０ ％  １ ． ５ ｍ  １ ｍ  

第 ３ 種 風  

致 地 区  
１ ０ ｍ  ４ ０ ％  １ ． ５ ｍ  １ ｍ  

第 ４ 種 風  

致 地 区  
１ ５ ｍ  ４ ０ ％  １ ． ５ ｍ  １ ｍ  

別 表 第 ２ （ 第 ８ 条 関 係 ）  

種 別  

緑 地 率  

市 街 化 調 整 区 域  市 街 化 区 域  

５ ０ ０ ㎡

以 上  

５ ０ ０ ㎡

未 満  

５ ０ ０ ㎡

以 上  

５ ０ ０ ㎡

未 満  

第 １ 種 風  

致 地 区  
５ ０ ％  ２ ５ ％  ２ ０ ％  １ ０ ％  

第 ２ 種 風  

致 地 区  
４ ０ ％  ２ ０ ％  ２ ０ ％  １ ０ ％  

第 ３ 種 風  

致 地 区  
３ ０ ％  １ ５ ％  ２ ０ ％  １ ０ ％  

第 ４ 種 風  

致 地 区  
２ ０ ％  １ ０ ％  ２ ０ ％  １ ０ ％  

 


